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2026 年 2 月 20 日、米国連邦最高裁判所は、トランプ大統領が「国際緊急経済権限法（IEEPA）」を根
拠として発動した関税措置について、大統領に同法に基づく関税賦課権限はないとする重要な意見
（Learning Resources Inc. v. Trump 事件）を判示しました。 

これを受け、トランプ大統領は IEEPA に基づく関税措置を終了させる大統領令を発令しました。しかし
同時に、別の法的根拠（1974 年通商法第 122 条）を用いて、新たな 10%の追加関税（150 日間）を即
座に発動しており、米国向けビジネスを展開する日本企業にとっては、依然として不安定な通商環境が
続いています。 

本稿では、企業の皆様が直面する「過去に支払った関税は還付されるのか」「今後の対米輸出はどうな
るのか」という実務的な懸念事項を中心に、本最高裁意見の影響と今後の対応策を解説します。 
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米国連邦最高裁が IEEPA 関税を違法と判断  
～過去の関税還付の見通しと、代替発動された新関税（通商法 122 条）への実務対応～ 
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1. 本件の概要 

今回の事案は、M&P LEGAL NEWS ALERT #29：米国 IEEPA 追加関税を巡る最新情勢と還付請求
権保全の実務でも解説した通り、本来は安全保障上の脅威に対して経済制裁（資産凍結等）を
行うことを目的とする IEEPA を、大統領が広範な「関税賦課」の根拠として利用したことが発
端となっています。 

• IEEPA 関税の発動と問題の所在：トランプ大統領は、カナダ・中国・メキシコに対する
「フェンタニル関税」や、その他の国々に対する「互恵的（reciprocal）関税」を課す法的
根拠として、IEEPA に依拠しました。さらに、日本、韓国、マレーシアなどを含むさまざ
まな国との貿易交渉において、この IEEPA に基づく関税発動を交渉カードとして利用して
きました。しかし、これを通商目的の関税引き上げの根拠とすることは、憲法が定めた議
会の立法権（関税設定権）を侵害するものであるとの強い批判を集めていました。 

• これまでの訴訟の経緯：この IEEPA 関税の適法性を巡っては、主に米国国際貿易裁判所
（CIT）およびコロンビア特別区連邦地方裁判所の 2 箇所で法的異議申し立て（訴訟）が提起
されていました。両裁判所はいずれも「IEEPA は大統領に関税を課す権限を付与していない
（すなわち、IEEPA に基づく関税措置は違法である）」と判断しました。これに政府側が上訴
した結果、これらの事件は連邦最高裁判所での最終的な司法判断に向けて併合されていまし
た。今回の最高裁判決は、この一連の法的論争に対する最終的な結論となるものです。 

2. 最高裁判決の法的要旨 

最高裁の多数意見の中心的な判示は以下の通りです。 

 

① 関税は「税金」である：税金を課す権限は、合衆国憲法第 1 条に基づき連邦議会に専属し
ている。 

② 大統領への権限委任の不在：議会は IEEPA を通じて、関税を課す権限を大統領に委任して
はいない（＝大統領の越権行為である）。 

③ 管轄裁判所の明確化：関税率表（HTSUS）の変更を伴う関税措置への法的異議申し立て
は、いかなる斬新な法理論に基づくものであっても、CIT が専属管轄権を有する。 

 

一方、カバノー判事ら 3 名による反対意見では、「大統領は依拠する法律を間違えただけであり、
他の連邦法（通商法等）を用いれば同様の関税措置を正当化できたはずだ」と指摘されており、こ
れが実際に上述の「第 122 条」の即時発動へと繋がっています。 

https://note.com/miuraandpartners/n/nac2484994074?magazine_key=m17f0d38a69c3
https://note.com/miuraandpartners/n/nac2484994074?magazine_key=m17f0d38a69c3
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3. 過去に支払った IEEPA 関税は還付されるか？ 

最高裁判決により IEEPA 関税の違法性が確定したことで、企業が過去に支払った莫大な関税が
還付される可能性が高まりました。しかし、本判決では還付の可否や具体的なプロセスについ
ては直接言及されておらず、以下の点に留意が必要です。 

• 還付の実現可能性：本件の専属管轄権を有する CIT において、司法省は過去の審理で
「（最高裁で違憲判決が出た場合）政府は還付を支払う」と合意しており、CIT も「政府
が還付の可否に関する立場を覆すことは禁反言（エストッペル）により許されない」との
見解を示しています。一方、トランプ大統領は、判決後の記者会見において、「おそらく
今後何年か法廷で争うことになるだろう」と述べ、直ちに還付されない可能性がありま
す。 

• 不透明なプロセス：CIT は、事後に再清算を命じて関税を還付させる法的権限を有していると
しています。しかし、個別の訴訟手続や裁判所命令に依らず、行政手続のみで自動的に還付が
行われるのか、その具体的な枠組みやスケジュールは現時点では未定です。実際に還付金を受
領するまでには、相応の時間を要することが見込まれます。 

4. 新たな関税リスク：通商法第 122 条に基づく追加関税の発動 

IEEPA 関税が終了した一方で、トランプ大統領は直ちに別の通商法を活用した代替措置を講じ
ました。企業のサプライチェーンに直結する重要なポイントは以下の通りです。 

• 新関税の概要（第 122 条に基づく発動）：国際収支の不均衡是正を目的とする「通商法第
122 条」に基づき、2026 年 2 月 24 日から同年 7 月 24 日までの 150 日間、米国に輸入さ
れるすべての物品に対して 10%の関税を課す大統領令が発令されました。また、トランプ
大統領は 21 日、税率を「15%に上げる」と表明しました。 

• 重要な適用除外：特定の重要鉱物、エネルギー・同関連製品、一部の農産物（牛肉など）、医
薬品、および特定の車両（自動車関連）などは、新たな関税の適用対象外とされています。自
社製品がこの除外リストに該当するかどうかの早急な確認が求められます。 

• 延長の可否：第 122 条に基づく関税は、150 日の経過により失効し、延長には議会の承認が必
要です。中間選挙を 11 月に控える議会での承認が得られるかは不透明です。また、トランプ
大統領が失効後に再度、第 122 条に基づく関税を課すことも考えられますが、同様の内容の関
税を発動した場合、再び訴訟が提起される可能性があります。 

• その他の関税権限の行使リスク： 大統領には、第 122 条以外にも関税を発動し得る権限（第
201 条：セーフガード、第 232 条：国家安全保障、第 301 条：不公正貿易慣行など）が残され
ており、今後もこれらの法令に基づく突発的な関税措置が発動されるリスクが残っています。 
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5. 既存の通商協定への影響：日米関係への波及リスク 

トランプ政権はこれまで、韓国、日本、マレーシアなどとの間で、IEEPA に基づく「関税の脅し」
を交渉カードとしてさまざまな通商協定を締結、あるいはインドやベトナムとの間で協定の枠組み
を構築してきました。 今回、その交渉の根底にあった「IEEPA 関税の法的根拠」が最高裁によって
完全に否定されたことで、日米間の通商関係にも予期せぬ波及効果をもたらす可能性があります。
ただ、日本政府は既に第一弾の対米投融資案件を決定しており、その決定を履行する方針と報道さ
れています。 

6. 日本企業（米国子会社）に求められる今後の実務対応 

以上の状況を踏まえ、米国ビジネスを展開する日本企業におかれては、以下の対応を速やかに進め
ることを推奨いたします。 

 (1) 還付請求に向けた社内体制とデータの整備 
還付の具体的な枠組みが発表された際に迅速に行動できるよう、米国子会社（輸入者）を通じ
て過去の IEEPA 関税の支払実績（全通関データ）を精査し、還付対象となる概算額を把握して
おくことが重要です。 

 (2) 新関税（第 122 条）の適用有無とサプライチェーンへの影響評価 
2 月 24 日より適用される新たな 10%関税について、自社製品が適用除外項目（特定の車両、
医薬品等）に該当するかを確認し、原価計算や価格転嫁、今後の調達ルートの再評価を行う必
要があります。 

 (3) 最新の司法・行政・政治動向の継続的なモニタリング 
ホワイトハウスの新たな大統領令の発令や、CIT における還付手続の決定など、状況は日々目
まぐるしく変化しています。加えて、11 月の中間選挙や 2028 年大統領選挙によって、米国政
府の方針は大きく変わり得ます。現地の動向をタイムリーに把握し、法務・事業部門間で連携
する体制を構築してください。 

7. 当事務所のサポート体制 

当事務所では、米国法律事務所と密接に連携し、企業の皆様の還付権利の保全や、新たな米国通商
法上の関税措置への実務対応を強力にサポートしております。本件に関しご不明な点や具体的な対
応策のご相談がございましたら、当事務所の担当弁護士までお気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 本ニュースレターは、法務等に関するアドバイスの提供を目的とするものではありません。      
具体的な案件に関するご相談は、弁護士等の専門家へ必ずご相談いただきますよう、お願いいたします。                  
また、本ニュースレターの見解は執筆者個人の見解であり、当事務所の見解ではありません。 
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